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○国土交通省告示第千二百七十九号

土地収用法（昭和二十六年法律第二百十九号。以下「法」という。）第二十条の規定に

基づき事業の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に基づき次のとおり告示する。

平成二十二年十一月二日

国土交通大臣 馬淵 澄夫

第１ 起業者の名称 西日本高速道路株式会社

第２ 事業の種類 高速自動車国道東九州自動車道新設工事（苅田北九州空港インターチ

ェンジから豊津インターチェンジ（仮称）まで）並びにこれに伴う市道、町道、農業

用道路及び農業用水路付替工事

第３ 起業地

１ 収用の部分 福岡県京都郡苅田町大字雨窪字倉谷、字上道及び字大平、大字苅田字

上道、大字光国字溝口及び字井ノ口、大字提字溝口及び字井ノ口、大字馬場字上ノ峯、

字金丸、字長町、字神田及び字サガリ並びに大字下片島字築川、字浦田、字堀田、字

雨堤、字竹ノ下、字中尾、字町出及び字火立地内

福岡県行橋市大字下検地字畑廻り、字カシノ木、字土井ノ内、字川原田、字検地畑

及び字馬場、大字上検地字万田、字カシノ木、字䑓ノ内、字検地畑、字神田、字馬場、

字居屋敷、字黒ノ元、字平セ町、字尾籠、字カワラケ田、字七田、字タテハラ、字ヨ

ナスミ及び字板敷、大字中川字カイリキ、大字大野井字カイリキ、大字宝山字塚田、

字一丁田、字大杉、字用積り、字ナラ本、字古川、字小出、字桑ノ木、字下馬場、字

中馬場、字上馬場、字手丸コ及び字石佛、大字流末字アミダ川原、字和田、字榎町、

字溝田、字セドロ、字ナガジリ、字幸田、字ジブチ、字生女、字見鳥、字藏座、字ア

フギ及び字サイガ畑、大字矢留字西平、字鬼塚、字堂ノ前、字サヤ、字牛ハミ、字東

堂ノ前、字ゲンバ、字カモニ久、字長い久、字回り及び字中原、南泉二丁目並びに南

泉七丁目地内

福岡県京都郡みやこ町大字国作字口ヶ坪、字角明、字下釘、字石田、字田中柳、字

汐出及び字行司田、大字田中字杭田及び字京ヶ辻、大字有久字觀音畝、字印田、字菰

田、字祓川及び字前田、大字呰見字川ノ上、字宮ノ下、字中園、字前迫、字前ノ平、

字大塚、字野口、字柿添、字小迫及び字用尺並びに大字下原字八反田、字七反田及び

字長光地内

２ 使用の部分 福岡県京都郡苅田町大字雨窪字倉谷、字上道及び字大平、大字苅田字

上道、大字提字ススキ原、字長畑山、字石原田、字長宗、字大丸尾、字脇葉山、字陣

山、字トギ石、字溝口及び字井ノ口、大字光国字溝口及び字井ノ口並びに大字下片島

字築川、字浦田、字雨堤及び字堀田地内

福岡県行橋市大字下検地字畑廻り、字土井ノ内及び字検地畑、大字上検地字万田及

び字検地畑、大字中川字カイリキ、大字大野井字カイリキ、大字宝山字塚田、大字流

末字生女、字見鳥、字藏座、字アフギ及び字サイガ畑並びに大字矢留字西平地内
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福岡県京都郡みやこ町大字国作字田中柳及び字汐出、大字有久字印田、字菰田、字

祓川及び字前田並びに大字呰見字川ノ上、字宮ノ下、字中園、字前迫及び字前ノ平地

内

第４ 事業の認定をした理由

申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件をすべて充足すると判断さ

れるため、事業の認定をしたものである。

１ 法第20条第１号の要件への適合性

申請に係る事業は、福岡県京都郡苅田町大字雨窪地内の苅田北九州空港インターチ

ェンジから同郡みやこ町大字下原地内の豊津インターチェンジ（仮称）までの延長約

16.0㎞の区間（以下「本件区間」という。）を全体計画区間とする「高速自動車国道

東九州自動車道新設工事並びにこれに伴う市道、町道、農業用道路及び農業用水路付

替工事」（以下「本件事業」という。）のうち、上記の起業地に係る部分である。

本件事業のうち、「高速自動車国道東九州自動車道新設工事」（以下「本体事業」と

いう。）は、道路法（昭和27年法律第180号）第３条第１号に掲げる高速自動車国道に

関する事業であり、また、本体事業の施行により遮断される市道及び町道の従来の機

能を維持するための付替工事は、同条第４号に掲げる市町村道に関する事業であり、

いずれも法第３条第１号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当する。本体事

業の施行により遮断される農業用道路及び農業用水路の従来の機能を維持するための

付替工事は、法第３条第５号に掲げる地方公共団体が設置する農業用道路及び用水路

に関する事業に該当する。

したがって、本件事業は、法第20条第１号の要件を充足すると判断される。

２ 法第20条第２号の要件への適合性

高速自動車国道のうち、高速道路株式会社法（平成16年法律第99号）第２条第２項

に規定する高速道路の新設について、道路整備特別措置法（昭和31年法律第７号）第

２条第４項に規定する会社は、同法第３条第１項の規定により、独立行政法人日本高

速道路保有・債務返済機構法（平成16年法律第100号）第13条第１項に規定する協定

を締結し、国土交通大臣の許可を受けて行うことができるとされているところ、西日

本高速道路株式会社は、平成18年３月31日付けで独立行政法人日本高速道路保有・債

務返済機構と本件区間の新設に関する協定を締結し、同日付けで国土交通大臣から本

件区間の新設に関する事業許可を受けていることなどから、起業者である西日本高速

道路株式会社は、本件事業を遂行する充分な意思と能力を有すると認められる。

したがって、本件事業は、法第20条第２号の要件を充足すると判断される。

３ 法第20条第３号の要件への適合性
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⑴ 得られる公共の利益

高速自動車国道東九州自動車道（以下「東九州道」という。）は、北九州市を起

点とし行橋市、大分市、延岡市、宮崎市、日南市、鹿屋市等を経て鹿児島市に至る

延長約436㎞の路線である。

東九州道が通過する福岡県は、全国第２位の収穫量を誇るなばな、同じく第４位

のいちじくが栽培され、山口県及び東京都などへ広く出荷されており、中でも行橋

市は福岡県内でそれぞれ第１位の収穫量があるなど主要な産地となっている。しか

し、これらの農産品等の物流は、そのほとんどを自動車交通に依存しており、また、

東九州地方を南北に縦貫する主要幹線道路である一般国道10号は、苅田町及び行橋

市等の中心市街地を通過していることから、物流等による通過交通と地域住民の日

常生活の利用による地域内交通とがふくそうし、自動車交通量が多いことなどから

交通混雑や交通事故が多発するなど、安全かつ円滑な自動車交通が阻害され、主要

幹線道路としての機能が十分に発揮できていない状況にある。

平成17年度道路交通センサスによると、一般国道10号の自動車交通量は、京都郡

苅田町富久町１丁目地内で49,050台／日、行橋市東大橋２丁目地内で29,919台／日、

京都郡みやこ町徳永地内で19,246台／日であり、混雑度はそれぞれ2.04、1.76、1.

62となっている。

本件事業の完成により、既に供用されている苅田北九州空港インターチェンジと

一般国道10号（有料道路名「椎田道路」）とが接続されることとなり、北九州都市

圏と京築地方との高速交通ネットワークが形成され、自動車交通の高速化及び定時

制の確保が図られ、地域産業及び地域経済の活性化に寄与することが認められる。

また、一般国道10号が担っている幹線交通を本件区間が分担することにより、一般

国道10号の交通混雑の緩和が図られ、安全かつ円滑な交通の確保に寄与することも

認められる。

なお、本件事業が生活環境等に与える影響については、都市計画手続において、

都市計画決定権者である福岡県知事が「環境影響評価の実施について」（昭和59年

８月閣議決定）等に基づき、平成８年９月に環境影響評価を実施しており、その結

果によると、騒音の評価項目について一部環境基準を超える値が見られるものの、

遮音壁を設置することにより環境基準を満足するものと評価されている。また、計

画交通量の見直し及び環境影響評価以降に新たに得られた知見を踏まえ、起業者が

平成21年７月に環境影響評価法（平成９年法律第81号）等に準じて、任意で環境影

響評価の照査を実施したところ、いずれの評価項目においても環境基準を満足する

ものと確認されている。

したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、相当程度存すると認

められる。

⑵ 失われる利益

上記の環境影響評価その他の調査等によると、本件区間内の土地には、文化財保
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護法（昭和25年法律第214号）及び絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関

する法律（平成４年法律第75号）により、保護のため特別の措置を講ずべき動植物

は確認されていない。また、動物については、環境省レッドリストに絶滅危惧Ⅱ類

として掲載されているオヤニラミの生息が確認されているが、生息環境を橋梁で通

過するため生息環境の改変は生じないことなどから影響は軽微であると評価されて

いる。同じく準絶滅危惧として掲載されているハイタカの飛翔及びチュウサギの生

息が確認されているが、本件起業地周辺には同様の生息環境が広範囲に分布するこ

となどから、影響は軽微であると評価されている。植物については、環境省レッド

リストに準絶滅危惧として掲載されているミクリの生育が確認されたが、本件事業

により直接改変される区域外であるため、影響は軽微であると評価されている。

なお、本件区間内の土地には、文化財保護法による周知の埋蔵文化財包蔵地が42

箇所存在するが、このうち17箇所については発掘調査を完了しており、現地保存が

必要な遺物は確認されていない。起業者は引き続き残る25箇所についても福岡県教

育委員会との協議により、必要に応じて記録保存等の適切な措置を講じることとし

ている。

したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。

⑶ 事業計画の合理性

本件事業は、北九州都市圏と京築地方とを結ぶ高速交通ネットワークを形成し、

一般国道10号の交通混雑の緩和等を図ることを主な目的とし、道路構造令（昭和45

年政令第320号）による第１種第３級の規格に基づく２車線の高速自動車国道を建

設する事業であり、本件事業の事業計画は、道路構造令等に定める規格に適合して

いると認められる。

また、本件事業の事業計画は、平成８年10月30日に都市計画決定され、平成13年

10月１日に変更決定された都市計画と道路規格、車線数等を除き、基本的内容につ

いて整合しているものである。

なお、本件事業の事業計画は４車線の事業として都市計画決定されているところ、

２車線の事業として施行するものであるが、本件事業については、都市計画決定さ

れた区域の範囲内において、取得必要面積及び支障物件、土工量、トンネル及び橋

梁の施工延長、事業費等、社会的、技術的及び経済的な面を総合的に勘案して施行

することとされており、適切なものと認められる。

さらに、本体事業の施行に伴う市道、町道、農業用道路及び農業用水路の付替工

事の事業計画についても、施設の位置、構造形式等を総合的に勘案すると適切なも

のと認められる。

したがって、本件事業の事業計画については、合理的であると認められる。

以上のことから、本件事業の施行により得られる公共の利益と失われる利益とを比

較衡量すると、得られる公共の利益は失われる利益に優越すると認められる。したが

って、本件事業は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるため、
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法第20条第３号の要件を充足すると判断される。

４ 法第20条第４号の要件への適合性

⑴ 事業を早期に施行する必要性

３⑴で述べたように、北九州都市圏と京築地方とを結ぶ高速交通ネットワークの

整備が必要と認められるとともに、できるだけ早期に一般国道10号の交通混雑の解

消等を図る必要があると認められる。

また、北九州市長を会長とする東九州軸地方都市圏連携推進協議会等より、本件

事業の早期完成に関する強い要望がある。

以上のことから、本件事業を早期に施行する必要性は高いものと認められる。

⑵ 起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性

本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業の事業計画に必要な範囲であると認め

られる。

また、収用の範囲は、すべて本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられ、

それ以外の範囲は使用としていることから、収用又は使用の範囲の別についても合

理的であると認められる。

したがって、本件事業は、土地を収用し、又は使用する公益上の必要があると認め

られるため、法第20条第４号の要件を充足すると判断される。

５ 結論

以上のとおり、本件事業は、法第20条各号の要件をすべて充足すると判断される。

第５ 法第26条の２第２項の規定による図面の縦覧場所 福岡県京都郡苅田町役場、行橋

市役所及び同郡みやこ町役場


